
- -1

パブリックコメント主要意見対応案 資 料 ４

新生物多様性国家戦略中間とりまとめ案のパブリックコメント期間中（２月１８日～３月１１日）に寄せられた主な意見についてテ
ーマ別に整理し、その要旨をと回答案を掲載したものです。修文作業に反映するための中間集計のものであり、今後の精査により集計
値が変更になることがあります。

＜生物多様性国家戦略の理念・全般について＞ １４件

部 章 節 意見要旨 回答（対応）案No

、 。１ 242 ２ １ なぜ生物多様性が重要か． ご意見を踏まえ 次のとおり修文します
生物多様性を保全し，持続的に利用しようとするためには，なぜ生物 （３２ページ２８行目）
多様性が重要であるのか，いかに生物多様性が地球環境に直結してい 「…成り立っています。多様な生物の数
るかを十分に理解しておく必要がある．それが不十分であればその動 十億年にわたる光合成等によって大気の
機・根拠があやふやになり，保全も利用も不完全になる恐れがある． 分子組成が出来上がっているなど生物多
たとえば 「人間生存の基盤である環境は，生物多様性と自然の物質 様性は地球環境の形成に大きくかかわっ，
循環を基礎とする生態系が健全に維持されることにより成り立つ てきました。地球温暖化の…」」（ ．p
31）とあるが，地史的に見て刹那的な現象として理解されがちな環境
は，地球の起源から現在に至る超マクロな時間軸に沿って理解すべき
である．生態系の一つであるオゾン層を含む大気の分子組成はラン藻
細菌，藻類，植物といった多様な生物が30数億年かけて光合成し続け
た結果徐々に出来上がったものであり，生物多様性の歴史が地球環境

． ，の形成に強く影響した端的な例である 歴史的観点に欠ける理解では
大気の成立と生物の進化・多様化の関係などが見過されがちである．
大気の清浄化，オゾン層の回復など環境復元にとって，人間活動の適
正化のみならず生物多様性の超長期的確保が必要であることが容易に
理解されるようであってほしい．この一例を見ても，生物多様性を空
間的および時間的な四次元存在として把握することが，生物多様性の
重要性を理解することにつながるということがわかる．

＜グランドデザインについて＞ １２件

部 章 節 意見要旨 回答（対応）案No

２ 167 ２ ３ 人間居住と生物多様性の好ましい関係づくりのためのグランドデザイ ご指摘の趣旨については、第３部第１章
ンが求めれています 農山村での集落居住地とそれを取り巻く関係は 第３節の１の「里地里山等中間地域」と。 ，
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［奥山－里山－集落居住地－畑・水田－河川］の関係性として持続的 「都市地域」において修文いたします。
に構成されてきました。また，漁村や島嶼での環境も集落居住地を中 （３６ページ）
心として形成されてきました。この長い農山漁村の人々の暮らし歴史 「里地里山等中間地域」
の中で構築されてきた農山漁村の自然と人間の共生関係の仕組みを， 「奥山とともにわが国の多様な生物相を
十分に評価し，その再生を視野に入れた上で 「案」が述べるような 支える重要な役割を果たしてきた地域と，
新しい関係性としての里地里山を考えるべきです。自然と人間の関係 言えます。農山村に定住してきた人々が
を里地里山の概念だけでとらえるのではなく，人間居住の視点をベー 自然と対立した形ではなく順応する形で
スに自然との関係をとらえ，農山漁村における日本での生物多様性の 自然に働きかけ、上手く利用することに
展望を考えることが必要だと思います。農村漁村での生物多様性の将 よって、多様な生物を育むことの出来る
来イメージに関しても，農山漁村で暮らす人々の暮らしの豊かさが， 環境が形成され、自然と人間の共生関係
生物多様性の中でより豊かな多自然的暮らしとして実現していくこと が維持されてきました。農山村の人々の，
また，そのための自然資源の持続的管理と利用のための活動の視点を 暮らし、営みの長い歴史の中で様々な知
入れる必要があります。 識や技術も培われてきました。伝統的な
日本の都市環境は多様な自然立地の上に成立してきました。東京は 知識や技術にも学びつつ、こうした自然

お堀を中心とした水郷都市でした。全国的にもお堀や，河川，農業用 と人間の共生関係を回復していくことが
水路を都市環境の要素として組み込んだ都市構造が多くあります。ま 大切です。そのことによって農山村に暮
た，社寺林，農家屋敷，河畔林，平地林，丘陵林等の緑地系も都市内 らす人々の生活はより豊かなものになっ
部に組み込まれています それらは都市の中の生物多様性の場であり ていきます 」。 ， 。
小動物達の住処です。日本の都市は生物多様性の都市でもあったので
す。町田にも狸は住んでいるのです。単に，都市は人間活動優先の場 「都市地域」
として断定せず，水系や緑地系のネットワークを歴史的に形成してき 「…子供たちも増えています。日本の都
た日本的な都市環境を，生物多様性の視点から理解し，都市における 市は多様な自然立地の上に成立してきま
生物多様性のデザインをイメージしていくべきでしょう。 した。全国的にお堀や河川、水路を都市
日本は長い海岸線と多数の流域的環境から形成されています。複雑 環境の要素として組み込んだ都市構造が

。 、 、 、な地形と多様な微気候の中で都市や農山漁村の居住環境を形成してき 多くみられます また 社寺林 屋敷林
ました。かつては都市と農山漁村は密接な循環型の関係があり，それ 平地林等の緑地系も都市内部に組み込ま
は流域的なつながりで連携していました。生物の移動も流域を介して れてきたものです。こうしたそれぞれの
移動していたはずです。これらの視点から日本的な生物多様性の保全 都市の自然立地を反映して歴史的に形成
と創造のためには，流域的な都市農村の一体的な環境づくりが不可欠 されてきた水系や緑地系のネットワーク
です。 を基礎として、都市における人間と自然
この流域的環境の捉え方として，バイオリージョン(「生命地域」) の関係を取り戻していく必要がありま

があります。無機的自然と有機的生物的自然から構成される地域の重 す 」。
層的環境の捉え方です。人間活動と生物との共生，生物多様性のため
の人間活動のデザインにとって，この考え方は有効です。

３ 223 ２ ３ １が他の記述と比べて違和感があります。大漁をもたらすことが生物 ご意見を踏まえ、次のとおり修文いたし
多様性であるという言い方もできるかもしれませんが、海の中のいき ます （３６ページ）。
もののにぎわいは伝わってきません。海を収奪の場とのみ考えるのは 「②千島や赤道近くから流れてきた海流
持続的な利用からいっても問題があります。１．千島から流れてきた は豊かな生命を育み、大漁をもたらすと
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豊かな海流はたくさんの魚たちを養い、氷の上ではアザラシやトドが ともに、子どもたちは潮干狩りや磯遊び
子育てにいそしんでいる。果てしなく続く砂浜からは貝たちやカニた に目を輝かせる。北の海ではアザラシが
ちの呟きが聞こえてくる。南の海には珊瑚礁に様々ないろどりの魚が 子育てにいそしみ、果てしなく続く砂浜

。群れ、あおあおと茂る藻の間をジュゴンの群れが過ぎていく。 から貝やカニたちの呟きが聞こえてくる
のように、他の記述との一貫性をもたせてください。 南の海にはサンゴ礁に様々な彩りの魚が

群れ、青々と茂る海草の間をジュゴンの
群れが過ぎていく 」。

４ 542 ２ ３ グランドデザインには、我が国の経済的成功が、国外の自然破壊や貧 地球規模の視点については、第３部第１
困の拡大、地球環境全体の持続性の喪失をもたらしてきたとの視点が 章第２節の国際的認識でふれています。
抜けている。①②は国外での環境保全が行われていることが前提であ
る。

＜里地里山について＞ ３３件

部 章 節 意見要旨 回答（対応）案No

５ 141 １ １ 第２の危機としては、農耕地の放棄だけでなく、田植機の導入によ ご意見を踏まえて、次のとおり修文いた
142 る田植え時期の早期化がトンボ類の数を少なくしたり、水路の３面張 します （６ページ３６行目）。

りや掛け流しの廃止など担い手の減少に起因する省力化・機械化が農 「…担い手の減少をもたらしています。
地の生物に影響を与えたこともある 担い手の減少等により、多様な生物相を

維持してきた伝統的な生産様式が変化し
ているという面もあります。また、耕作
放棄地の拡大により、…」

６ 171 ３ １ ３ 農山漁村の集落居住地も生物多様性にとって重要に空間です。農山漁 ご意見を踏まえ、次のとおり修文いたし
村の建物は多様な生物の生息場所でもあります。 ます （４６ページ ２１行目）。

「…水生生物の生息にとって重要です。
７ 175 ３ １ ３ ここでも同様ですが，農山漁村の集落居住地の自然についての言及が 住居、生け垣、屋敷林、社寺林、水路等

必要です。生け垣，住宅，農業倉庫，屋敷林，生活用水路等が生物多 を含む集落居住地も重要な生息空間にな
様性の住処となっています 都市の市街地とは異なる評価が必要です り得ます。…」。 。

８ 700 ３ １ ３ 水田の乾田化防止への配慮を加えてほしい。戦後の３ヶ月しか水を張 「植生自然度別の配慮事項」の中で水管
らない農法による水田の乾田化や乾田化に伴い農繁期以外に水が引け 理上の配慮を挙げました （５５ページ。
ない事が生物多様性を大きく崩している。 ６行目）

９ 701 ３ ２ ２ 第３節１（２）では里地里山等中山間地という記載であったのに、こ 里地里山は、奥山と都市の中間に位置す
こでいう里地里山は奥山自然地域と都市地域の間の幅広い位置となっ る、二次林、水田、草地等で形成される
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ていて、対象の地域がどこを指すのか、この国家戦略の中では常に里 地域概念であり、生物多様性からみた国
地里山という言葉があいまいに使われているのは問題である むしろ 土のマクロな捉え方の一つである。 、
生物多様性を語る際、里地里山という言葉を無理に使う必要性がない
と思われる。多くの生物は里地里山に住んでいるわけではなく、その
生物の必要とする生活活動範囲の中で雑木林などの林や草地 水辺 干、 （
、 、 、 、 、 、 ） 。潟 海岸 水田 用水路 ため池 湖沼 川 などを行き来している

移動範囲が大きい種もあれば極めて小さい種もある。これらの生物の
生活域を語るにあたり、人の生活する場を表現しているに過ぎない里
地里山という表現を使う事に意味はなく、まぎらわしく大変不適切で
ある。

10 426 絶滅危惧種が集中して生息する地域の多くは、原生的な自然地域よ ご指摘のように、都市部の緑は大変重要
りむしろ里地里山地域である。都市部は人口が多く、住環境および教 であり、必要な区域の保全がなされるよ
育環境を整えるためにも、今ある里山を残すことは重要である。都心 う、諸制度を効果的に活用するため、具
に暮らす住民の多くはゴルフ場などの緑ではなく、里山や雑木林など 体的ツールを第４部第１章第３節の４に
の緑を残すことを希望している。しかし、バブル期の宅地・道路の過 て紹介しています。また、緑の基本計画
剰な開発計画が尾を引き、残りわずかな都心の里山も危機に瀕してい を策定する場合には、住民意見の反映が
る。 必要なこと、現状凍結的に緑地の保全を
生物多様な環境の土地であっても建築行為が容易な理由は、日本の 図るために緑地保全地区制度があること

建築基準が他の先進国に比べて低く 緑の少ない都心にあっては特に も紹介しています。、 、
市民の意見を反映した地区計画（マスタープラン）を遵守し、緑を残
す方向でより厳しい基準や条例などを定める必要がある。
保全のためのステップとして、保全への意志を動機付ける（補助事

業、イベントなど 、保全への合意を得る（緑の基本計画、ＮＰＯな）
）、 、 （ 、ど まちづくり 森づくりなどを計画する 市町村マスタープラン

地域森林計画 、 手続きを保証し適正化する（環境アセスメント法、）
非営利活動促進法、行政手続法、特定市民活動促進法）などが挙げら
れる。
里山の管理作業は、過去から伝えられた先人の知恵を活用して行う

ものであり、それを地域の未来にまで引き継いでいく役割が課せられ
ている。また、周辺地域の環境とのかかわりにも気を配った管理をす
る必要がある。里山管理にあたっては、所有権を誰が持っているかは
そんなに大きな問題ではない。地域ごとには里山を共有する上での慣
わしや約束事がある。こうした約束事には、自分が所有する土地でな
くても、その場所に応じて自ら雑木林の管理などをすることができる
ものがある。こうした風習や決まりには、所有権万能の物言いを突き
破る何かが隠されているように思える。すなわち、土地所有や地域の
問題、費用の問題などについて、現場である里山から学ぶことはたく
さんあるように思われる
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＜湿地について＞ ５件

部 章 節 意見要旨 回答（対応）案No

11 481 ３ ２ ３ 本案は、湿地等の減少・劣化を認め、生物多様性の危機に対する取 重要湿地として選定した湿地について
り組みを使用としていますが、各種の施策を単に並べているにすぎま は、全国一律の数値目標を設定すること
せん。これでは実際にいつどのような改善が図られるか、また、目標 は出来ませんが、個々の湿地の自然環境
が達成したの否かすらはっきりしません 謳い文句は聞こえがいいが の特性や地域の社会的条件に応じて、保。 、
単なるかけ声だけに終わることになりかねません。 護対策を講じる必要があり、保護地域と
いま行政に求められているのは、湿地の減少をくい止めるために、 して保全を強化したり、開発に際しては

アメリカの国家湿地政策である‘ ’という原則を打ち立て その湿地の重要性に十分配慮することがNo Net Loss
て、保全について、具体的な数値目標を掲げ、その達成期限を明らか 必要と考えています。
にするとともに、そのために必要な各事業部門毎に達成目標やその手
法を明確化することです。勿論これには質的劣化を防止することも含
まれるべきです。
そして、その具体化として、環境省が重要湿地５００箇所に選定し

た湿地については、開発を許さず、泡瀬干潟の埋立計画など既存の開
発行為は、全て中止すべきです。
また、湿地の減少・劣化の防止だけでなく、デンマークのように具

体的数値目標を掲げて湿地の再生にも取り組むことも国家戦略の中で
示されるべきです。

12 150 ３ ２ ３ 浅い湿地としての冬期湛水水田は水鳥だけではならず、それを餌と ご意見を踏まえ、次のとおり修文しま
する猛禽類や動物、餌となる植物や両生類、甲殻類や昆虫、貝にとっ す （６５ページ１６行目）。

「 。ても多様性の維持面から有効である。しかも冬期湛水水田は個人の努 …各地で同様の試みが行われています
力によって行われているが、この人たちやこの人たちが守ろうとして なお、このような湿地の生物多様性保全
いる環境を守る法律や自治体・企業の配慮、水保全への配慮が全く整 に寄与する取組に対しては、今後、経済
っていない現実もこの国家戦略の中で示し、配慮を行う方針をうたう 的な奨励措置等を具体的に検討すること
べきである。 が必要です 」。

＜自然再生について＞ ２２件

部 章 節 意見要旨 回答（対応）案No

13 99 ３ １ １ 自然再生事業を縦割り行政の問題から救うには、生物多様性国家戦 生物多様性国家戦略は、まさに国土の
略を上位に位置づけ強化することが必要。 自然を保全・再生していくための政府全

体のトータルプランとして位置付けられ
ます。
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14 168 ３ １ １ 原生的自然再生だけではなく，人間との暮らしの中で長期間成立し ご指摘の趣旨については、第３部第１
ていた自然再生，復元が重要です。里山的な自然の再生です。また， 章第３節の１の「都市地域」において修
都市における自然再生は，水系や緑地系のネットワークを形成する視 文いたします （４７ページ下から５行。
点から積極的に進めるべきです。その時に，人工物としての建築の皮 目）
膚，外壁，形態，都市の環境が生物多様性に寄与するよう，一種の生 「野鳥や昆虫などの生息場所を提供する
物のすみかとなる「生物建築／ ・ 「生物都市／ という役割が期待されます。さらに、生BIO ARCHITECUTE」，

、BIO CITY・ 」的デザインが求められます。巣箱建築，巣箱都市の発想 物の生息にも寄与するよう建築物の形態
であり，建築，都市づくりは生物多様性に反するものではなく，十分 外壁や都市構造を考えるなど、生物多様
に生物多様性に寄与できるデザインがあるのです。 性の観点から人間居住空間のデザイン、

素材を考えていくことも大切です 」。

15 624 ４ １ ２ （１１０ページ 第２節 農地・農業） 平成14年４月に施行される改正土地改
基本的考え方、環境保全型農業の推進など、どこをみても過去の干 良法の中で、事業実施の原則として「環

拓事業推進による干潟の喪失など、生物多様性に大きな影響を与えて 境との調和への配慮」が位置づけられた
きた事業への反省が見られない。八郎潟干拓事業、諫早湾干拓事業、 ところです。今後、農業農村整備の実施
中海・宍道湖淡水化事業など過去の農業政策が、干潟や汽水域の生態 に際して、生態系等の環境との調和への
系の破壊と生物多様性の減少につながった事例をあげ、干潟や汽水域 配慮を進めていくこととしています。
の生物多様性回復のために国が実施すべき措置を記述すべきである。

16 54 ３ ２ ４ 自然再生： これまでの造園的なビオトープ型および河川等のいわゆ ご意見の趣旨については、例えば、６８
る多自然型工法などだけの再生スタイルでは不満なように思われます ページ１２行目で回復のプロセスの中で。
むしろ，人為的な手法を加えずに正に「自然の再生に委ねる」再生法 補助的に人の手を加えるものとの認識に
を積極的に推進させる，というような考え方を一部盛り込んでいただ ついて記述しているところである。
ければと思います。

＜奥山自然地域について＞ ６件

部 章 節 意見要旨 回答（対応）案No

17 106 １ １ （５ページ １．第１の危機） ご意見を踏まえ、第１節１．第１の危
高山等の山岳部の生態系も寒冷で厳しい条件下で成立しており小規 機に高山の生態系の脆弱性について記述

模な人為にも脆弱であり、山岳部のオーバーユースなどによる影響が を追加しました （６ページ１４行目）。
生じております。第１の危機に、高山の生態系への人為の影響をより
詳しく書くべきです。

18 １ １ ３ （２６ページ ２．生態系への影響） ご意見を踏まえ、第４節２．生態系の
亜高山帯、高山帯の山岳自然公園に於ける深刻な自然破壊について 現状に山岳地の生態系の現状の詳述を追

は全く触れられていないのはどうしたことであろう。里山偏重の記述 加しました （２６ページ２３行目）。



- -7

も全く変わっていない。自然保護法制の中で従来、里山地域、水辺地
域が所謂白地地域として残されてきた傾向は否定しないが、だからと
言って、最近の里山ブームに便乗して山岳自然公園の自然破壊に目を
閉ざすことが許される訳ではない。

＜重要地域の保全と生態的ネットワークについて＞ １１件

部 章 節 意見要旨 回答（対応）案No

、 。19 451 ３ ２ １ この項目における重要地域が何であるのか、どこにあるのか、分か ご意見を踏まえ 次のとおり修文します
。 、りにくいと感じます 植物に関して固有種や遺存種が多い地域として

とくに自然公園に含まれることが多い高山・特殊岩地域と湿原を含む 「…奥山自然地域に分布しています。本
湿地が挙げられますが、後者の湿地は第３節（６１～６４頁）に特記 州中部や北海道等の森林限界を超えた高
されているのに対して、前者の高山・特殊岩地域は明示されておりま 山、特殊岩地域では固有種や遺存種など
せん。既存法令に基づく保護地域や自然公園と本戦略における奥山自 が多くみられます。他方、中国地方のよ
然保護地域との関係も明確に書かれておりません。逆に、自然公園に うに…」
ついて、生態系、動物保護の観点が強調されておりますが、固有種や
遺存種が多い植物種が書かれておりません。以下のように変更しては
いかがでしょうか。
このため、脊梁山脈・・・積極的に担っていきます。
→ 奥山自然地域を中心として国土の相当程度の面積をカバーして

いる国立公園等の自然公園については、従来の風景保護の視点に、そ
の地域特性に応じた遺伝子、種および生態系の多様性保護の視点を加
えて、生物多様性保全の骨格的な部分、屋台骨としての重要地域であ
ることを明言します。自然公園は、特に固有種や遺存種に富む植物種
とそれらの生育地保護、野生動物の広大な生息地保護の役割を担って
いることを積極的な保全策に結びつけます。

20 16 ３ ２ １ 「重要地域の保全と生態的ネットワークの形成」の項目の最後にオラ ご意見を踏まえ、次のとおり記述を追加
ンダの話を受けて、日本ではどのようにすべきか（していくか）とい いたします （５８ページ １２行目）。
う記述がほしいところです。例えば、下記のようなことはいかがでし 「こうしたオランダ等における先進的な
ょうか。生態的ネットワ－クの計画方法の研究を推進し、またモデル 取組事例にも学びつつ、関係省庁、地方
的な計画の策定を支援する。とくに重要な移動経路について、省庁連 公共団体等の多様な主体の連携によるモ
携事業による生態的回廊整備の整備を行い、動物の利用、ロ－ドキル デル的取組の実施とその効果の検証など
の減少といった効果を検証する。自然再生事業にあたっては生態的ネ を通じて、わが国における生態的ネット
ットワ－クの形成に資するようにその事業位置の配置を行う。国と地 ワークの計画手法や実現手法の開発を進
方、地方相互、国と地方と環境ＮＧＯ、異なる省庁といったタテヨコ め、国土、地方圏、都道府県、市町村な
の連携を図れるように条件整備を行っていく。 ど様々な空間レベルにおける計画策定や
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効果的な事業実施に対応できるようにし
ていきます 」。

＜海棲哺乳類について＞ ６件

部 章 節 意見要旨 回答（対応）案No

21 222 １ ４ （２１ページ 生物種の現状 ） ご意見を踏まえ、次のとおり修文いたし）
この節では、主に日本の生物種の現状が報告されています。ところ ます （２１ページ １６行目）。

が、21ページ13行目に始まるクジラ類については、日本沿岸にどのよ 「一方、本格的に捕鯨が開始される以
うな種がどのように生息しているかという本来あるべき記述がありま 前と較べ海域によって個体数が大幅に増
せん。どの種がどれくらい増えて( 実際、大幅に増えているかどうか 加した種もあり生態系のバランスが崩れ
は明らかにされてこなかった) 「生態系のバランスを崩していると指 ているとの指摘もあります。このため、
摘」されているのか、だれが指摘しているのか、生態系のバランスが 生息状況や生態に関する科学的知見をよ
崩れたという明らかな根拠があるのかなど判然としないままに 「利 り一層充実させることにより、個体群の、
用を図る」という一方的な結論が導き出されています。また 「海洋 適切な保護管理を進める必要がありま、
生態系の健全性を維持していくために必要な知見を得るため」なぜク す 」。
ジラだけを殺さなければならないのかも明らかではありません。結果 また 「個体数…続けられています 」、 。
としては現状認識としてこの節に書き込むべき内容が捨象され、他と は削除しました。
比べ異様な書き方になっています 従って 15行目の 一方 から 指。 、 「 」 「
摘もあります」までを削除する。また、18行目「個体数が豊富な」か
ら「利用をいはかるとともに」を削除する。20行め「海域生態系の健
全性を維持していく上で必要な知見を得るため」の後を削除し 「ク、
ジラを含む海の生物の相互関係などの調査を行います 」に変える。。

22 594 １ ４ （２１ページ８行目） ジュゴンについては、分布や生態に関す
「沿岸域に生息する海棲動物として代表的なジュゴンについては、 る知見が少ないことから、環境省として

・・・分布域も限られていることが指摘されています 」に「・・・ これから現地調査を実施することとして。
分布域も限られていることが指摘されています。このため、絶滅を防 おり、保護対策については今後のデータ
止するために生息状況や生態の早急な調査と研究、保護区域の指定な の把握状況を踏まえて行うこととしてい
どの早急な対策が必要です 」以下を加える。 ます。。

＜開発行為に対する認識について＞ １４件

部 章 節 意見要旨 回答（対応）案No

、 「 」23 131 １ １ （５ページ 生物多様性の危機の構造） ご意見を踏まえ 過去を反省し 私たち
そもそも、現在の自然破壊に伴う生物環境の悪化は、生物生態を無 人間の行為が影響をもたらしてきたこと
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視した環境破壊が原因の大きな要素であることは周知の事実です。河 を明確にするため、第１節の柱書き（５
川修築の利便性のみを考慮した設計、ダム建設の生態系分析の不十分 ページ ６行目）を次のとおり修文いた
さなど、猛省を要する過ちを真摯に反省する姿勢が必要です。この様 します。
な視点を持ち得る省庁は環境省以外になく、環境省が率先して過去の 「…過大に発達した私たち人間の行為が
過ちを表明することからこそ大きな戦略転換が図られます。 …」

24 321 ４ １ ７ １６４ページ 自然公園 今後の展開 イ 緊急に講じるべき施策 人為的な開発等によって環境が悪化した（ ）
「蝶」は採集ではなく、人為的な開発による環境の変化によっての 場合、特定の地域において絶滅の危機に

み「絶滅」します。今回、標高１５００ｍ以上での採集規制とはどの 瀕したチョウが人間の採取によって当該
ような基準で決定がなされたのでしょうか 単に 採集 イコール 悪 地域から絶滅してしまうことはありえる。 「 」 「 」
と考える短絡した発想からの脱却を切に願う次第です。 と考えられます。このようなことになら

ないよう、生息環境の保全が重要です。

25 478 １ １ 生物多様性保全の観点から、湿地をはじめ生物多様性保全の基礎と 各省の様々な法制度や施策に生物多様
なる土地については、その所有者および管理者は生物多様性を保全す 性の観点が取り入れられるよう新・戦略
る義務を負っていること及びこれは土地所有権に対する内在的制約で のもと、その流れを一層強めていくこと
あることを明確にすべきと考えます。そして、その具体化のて初めと が大切と考えます。
して、河川法、食料・農村・農協農業基本法・土地改良法等の開発法 なお、戦略的環境アセスメントについ
に その目的として 生物多様性を確保することを明記すべきです こ ては、第３部第２章第７節に導入に向け、 、 （
れらの法律は最近改正されて環境保全が目的の一つに加えられました ての取組を記述しています。
が、これには人間の生活環境の保全の観点も含まれているので、生物
多様性確保の観点からは、これでは不十分である 。）
その上で、生物多様性保全のための保全計画の策定、保護地域の設

定や埋立等の開発制限に関しては、生物多様性保全義務を前提に、新
たな制度化が必要と考えます。たとえば、埋立免許や各種の開発許可
については、従前の基準は改廃される必要があり、生物多様性保全の
観点から新たな基準を導入することが必要です。また、現行の環境ア
セスメント制度で欠けている、計画段階に総合的な見地から生物多様
性の配慮が必要がありますから、戦略的環境アセスメントの導入が不
可欠です。

＜森林・林業について＞ ２５件

部 章 節 意見要旨 回答（対応）案No

26 338 ４ １ １ 日本の森林は人工林の手入れができないことによって荒廃し、生態系 御指摘の考え方については 「 .保全、 II
の劣化が著しいところが多くなってきている。一方、二次林は手が入 と持続可能な利用への取組」等において
らなくなり、自然遷移にしたがって、生態系が変化し始めているとこ 盛り込まれています。
ろも多く見られる、そして、落葉二次林の維持が期待される場所があ
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ります。わが国での原生林占める割合は非常に小さく、原生的自然は
同様あまり見られない。このような現状を鑑み、荒れた人工林を伐採
し、里地周辺では落葉二次林に遷移させ、奥山では原生自然に回帰さ
せることが望ましい。また、遷移を始めた二次林に関しては、地域の
必要に応じて、そのまま放置し遷移をさせる場所と、二次林に固定さ
せる場所にすることが望ましい。

27 497 ４ １ １ 「森林・林業基本計画」における望ましい森林の姿が森林区分ごとに 森林・林業基本計画では、森林の有す
、記述されていますが，森林区分の機能ごとの施業方針が生物多様性の る多面的機能を持続的に発揮できるよう

観点からどう位置付くのか，を具体的に示されたほうが理解しやすい 森林を整備していく上で重視すべき機能
と考えます．高齢級化や混交林化は生物多様性の面からも望ましい場 に応じて森林を区分し、その区分にふさ
合が多いと思いますので，そうした効果も記述されてはいかがでしょ わしい森林の適正な整備及び保全を実施
う． するための施業の考え方を示していると

ころであり、生物多様性の観点のみから
施業の考え方を位置づけることは適当で
ないと考えます。なお、全ての森林は多
様な生物の生息・生育の場となっている
ことを踏まえ、森林施業の実施に当たっ
ては重視すべき機能以外の機能の発揮に
ついても十分配意する必要がある旨定め
ているところです。

28 42 ４ １ １ 「持続可能な森林経営」のためには、まず地域の利害関係者との十分 ご意見を踏まえ、以下のように修正し
な合意が必要であり、そのプロセスの確立を追加すべきである。 ます （１０７ページ ２７行目）。

「持続可能な有用資源である木材をはじ
めとした林産物を、地元関係者や地方公
共団体の意見を聴いて策定した長期的な

、 。計画に基づき 持続的に供給しています

＜農地・農業について＞ ２０件

部 章 節 意見要旨 回答（対応）案No

29 686 失礼ですが 今迄の農政は疑問だらけでしたが今回の構想は素晴らし
い。 尊敬申し上げます。

30 711 ４ １ ２ ２（１） 中山間地域等直接支払制度は、平地地
農業における生物多様性と生物指標の導入による表示の推進を進め 域との農業生産条件の格差を補正するこ

るべきである。ドイツの農業政策の中で中山間地の直接支払制度に農 とにより、農業生産活動等の継続を通じ
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地で指定在来種４種以上の保存がなされている場合には中山間地の直 て、中山間地域等における耕作放棄の発
接支払を受けることができる制度があり、日本でも検討を進めるべき 生の防止を図ることを目的として実施さ
である。 れているものであることをご理解いただ
環境保全型農業の中には環境復元型農業も含まれているが、明確に きたい。

分ける必要がある。環境復元型農業では、生態系が復元されることが なお、農業の有する自然循環機能の維
前提にある。 持増進により、環境と調和のとれた農業

生産の確保を図ることが重要であると考
えています。このような観点から、農業
の自然循環機能の維持増進を図るため、
たい肥等を活用した土づくりと化学肥料
・化学農薬の使用の低減に一体的に取り
組む農業者への支援等を通じて、環境保
全型農業を積極的に推進しているところ
です。

31 523 ４ １ ２ ３（１） かんがい排水事業やほ場整備事業等の
かんがい排水事業やほ場整備事業により土地改良が進み、湿地が失わ 土地改良事業は、生産基盤の整備を通じ
れており、そのため多くの野生生物が住処を奪われている。 て、農業生産性の向上等を目指すととも

に、持続的な生産活動等を可能とするも
のです。一方、経済性や管理上の効率性

、を重視した工法による事業の実施に伴い
生態系や景観等への負荷や影響を与える
側面も有しています。
このため平成14年４月に施行される改正
土地改良法の中で、事業実施の原則とし
て「環境との調和への配慮」が位置づけ
られたところです。今後、農業農村整備
の実施に際して、生態系等の環境との調
和への配慮を進めて行くこととしていま
す。

32 714 ４ １ ２ 農業ダムの建設と農業用水のパイプライン化が慣行農法に合わせた 冬期湛水水田の取組については、第３
水の利用しかできないしくみを変え、環境や生物多様性に配慮した水 部に蕪栗沼の事例があげられています。
の利用ができるようにすることを盛り込むべきである。冬期湛水水田 冬期湛水水田については、ご意見として
を行いたい農家は増えているが冬場は水がこないためにできない例が 拝聴し、今後、地域の取組等を調査して
あまりに多い。 参りたいと考えます。

33 609 ４ １ ２ 無農薬・有機農業など環境保全型農業をより広範にひろめ，より安 農業の有する自然循環機能の維持増進
全な食べ物を消費者に提供するとともに，水田生態系の生物多様性を により、環境と調和のとれた農業生産の
高めましょう．消費者には，そのような取り組みを進める農業者への 確保を図ることが重要であると考えてい
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支援を啓発しましょう． ます。このような観点から、農業の自然
循環機能の維持増進を図るため、たい肥
等を活用した土づくりと化学肥料・化学
農薬の使用の低減を一体的に取り組む農
業者への支援等を通じて、環境保全型農
業を積極的に推進しているところです。
また、消費者・流通業者と生産者との連
携に向けた取組の支援等を通じた安全・
安心でおいしい農産物の供給を各種助成
措置を通じて推進していくこととしてい
ます。

＜都市・公園緑地・道路について＞ １７件

部 章 節 意見要旨 回答（対応）案No

34 172 ３ １ ３ 都市・町づくりに対するオープンスペース 緑地の保全が重要です ご意見を踏まえ、次のとおり修文いた， 。
日本の都市は斜面緑地，都市農地を切り捨ててきました。生産緑地等 します （４６ページ下から２行目）。
の都市農地の保全だけでなく，公園，民間緑地，斜面緑地，平地林等 「…子供たちも増えています。日本の都
の緑の保全とネットワーク形成に関して，更に踏み込んだ政策が望ま 市は多様な自然立地の上に成立してきま
れます。緑地による都市の骨格を形成するためにも，風致地区，生産 した。全国的にお堀や河川、水路を都市
緑地，都市公園等の制度的緑地の指定を拡大し，さらに民有地の緑地 環境の要素として組み込んだ都市構造が

。 、 、 、とのネットワークを強めることで，都市地域での生物多様性の確保の 多くみられます また 社寺林 屋敷林
ための環境が整っていきます。その上に，道路，建築等の人工物がデ 平地林等の緑地系も都市内部に組み込ま
ザインされていくことが重要です。 れてきたものです。こうしたそれぞれの
また，都市における隙間空間も生物にとっての住処です。建築物の 都市の自然立地を反映して歴史的に形成

外壁や屋上等も住処となります。多様な生物の生息環境として都市を されてきた水系や緑地系のネットワーク
位置づけ直してみることも必要です。また，先に述べたように日本の を基礎として、都市における人間と自然

。都市は地域固有の複雑な地形と気候の中で，歴史的に形成されてきて の関係を取り戻していく必要があります
おり，多様な生物の生息可能な場所も多々ありました。このような日 …」
本的の都市の特徴を生物多様性の観点から評価をしておくべきです。
壁面緑化，屋上緑化，建築敷地内のビオトープ等，人為的な環境づ

くりで新たな生物多様性の場所を創造することも可能です。都市の中
の建築群が緑化されることは，ある種の人工的な森，生物の多様な住
処を創造することになります。福岡市のアクロスのような事例もこの
点から評価できます。

35 610 ４ １ ３ 屋上緑化の促進はもちろんのこと，人口建造物の建築に際しては一定 ご意見を踏まえて、(11)民有地における
面積（たとえば敷地の50％以上）の緑化を義務づけましょう． 緑の創出に、屋上緑化・壁面緑化の推進
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に関する記述を追加した （１２７ペー。
ジ ３行目）

36 720 ４ １ ３ 都市農業は押し寄せる宅地化の波に飲まれ、むしろ農進地区より無農 ご意見を踏まえて、４（４）～（９）
薬無科学肥料による農法が拡大している。都市においては生産緑地も のそれぞれに相続税の軽減措置について
生物多様性保全の重要な基地となっていることを明確にする。また、 の記述を追加しました。
都市部では鎮守の森、河川敷とともに農地のほか農家の屋敷林なども
都市部で激減している爬虫類や両生類、在来植物の数少ない生活場所
となっている。これらが相続の発生と共にどんどん消え開発・宅地化
されており、これらを守るための制度・政策を早急に検討するべきで
ある。莫大な費用をかけて新たな緑地の確保をする事も無駄ではない
が、既存の野性生物の生息域を私有地であっても守れる制度を検討す
るべきである。

37 466 ４ １ ３ エコロードはその地に生きる生物のことを配慮しその地に済む動物 「エコロード」とは、地形・植生等の
にとっては良いことだと思いますが、自然を有るがままにとらえ、舗 大きな変化を避けるための構造形式の採
装にこだわらずその工事で出た木をチップにして舗装に使うとか簡易 用、動物が道路を横断することによる車
的な物で傷めば直したり、わざとがたがた道を造り自然を感じられる との接触事故を防ぐための侵入防止柵や
道があってもいいように思います 、サイクルされた物で出来ている 動物用の横断構造物の設置など、道路整。
道もエコロードとしてとらえ植物の多様性も配慮した考えが必要では 備における生態系への配慮についての考
ないでしょうか。 え方です。ご指摘のようなリサイクル材

を活用した舗装の活用など、公共工事の
環境負荷低減に資する可能性のある取組
みにつきましては、平成１３年３月に国
土交通省に設置した「公共工事の環境負

」 、荷低減施策省内連絡会 等の場を活用し
性能、コスト、景観などの様々な観点か
ら、実施の可能性や導入の方法などにつ
いて検討を進めていきたいと考えており
ます。

＜河川について＞ １３件

部 章 節 意見要旨 回答（対応）案No

38 626 ４ １ ４ 河川環境施策の展開の中で、生物の生息・生育環境、地域の景観等 第４節１（６）エに河口堰における取組
への配慮が足りなかったことを認め、河川環境施策の転換を図ったこ の記述を追加しました （１３９ページ。
とが記述されていることは評価できる。しかし、利根川河口堰、長良 ２行目）
川河口堰など過去の河川政策が、汽水域の生態系の破壊と生物多様性
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の減少をもたらした。これらの事例をあげ、汽水域の生物多様性の回
復のために国が実施すべき措置を記述すべきである。

39 627 ４ １ ４ 自然再生事業の実施にあたって、ＮＰＯとの連携、順応的・段階的 第４節１（４）ウにダム整備等にあたっ
施工を記述している点は評価できるが、自然再生事業を推進する一方 ての環境配慮の記述を追加しました （１。
で、川辺川ダム、徳山ダムのように、河川生態系と生物多様性の減少 ３５ページ ４行目）
につながる事業が、環境影響評価法の対象ともならずにすすめられて
いる。これを改めない限り、自然再生事業は、公共事業のシェアを確
保するための方便であると疑われてもしかたがない。20世紀型の公共
事業に終止符を打ち自然再生をすすめるという国の確固たる方針を記
述すべきである。

40 489 ４ １ ４ ｐ123の「魚ののぼりやすい川づくり」において、川を下るときの配 河川の上下流方向の連続性の確保につ
慮が欠けています。ウナギ、アユやカジカ等の両側回遊魚にとって下 いても重要と認識しているところです。
るときにも問題があります。 遡上だけ目的に魚道の整備を行っている

わけではなく、流下についても取り組ん
でいます。

＜海岸について＞ １９件

部 章 節 意見要旨 回答（対応）案No

41 122 １ ５ （２９ページ 生物多様性に関連する制度の現状） 沿岸域の保全は大きな課題であると認
識しており、今後不足している自然環境沿岸域に関する法制度や政策を生物多様性の観点から見直すべき
のデータ整備に努め、保全方策の検討を
行う必要があると考えています。

42 487 ３ １ ３ （４９ページ 海岸・浅海域・海洋） ここでは、生物多様性を考える重要な
海については、海岸・浅海域・海洋に分けられ、浅海域は干潟、藻 要素として渚の環境を挙げています。

場 サンゴ礁などが分布しと記載されています ここに 砂浜海岸 平、 。 「 （
たい意味では渚 」の海洋生物にとっての重要性がありません。渚に）
はアミ類等の多様な無脊椎動物やそこを生活史の生存戦略として仔稚
魚期の一時期過ごすカレイ、ヒラメ、シロギス等の生物資源としても
大切な種が多く利用しています。さらに、我が国の海岸線35000 のkm
うち、12000 がすでに人工的な海岸になり、そんな現状での砂浜海km
岸の重要性は言うまでもありません。
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＜海洋について＞ １７件

部 章 節 意見要旨 回答（対応）案No

43 119 ３ １ ３ （４７ページ 国土の構造的把握 （５）海岸・浅海域・海洋） ご意見については、第３部第１章第３
事務局案では，陸上生態系に比べて海洋生態系に関する記述が圧倒 節の生物多様性から見た国土の構造的把

的に少ないという問題があるが，海洋生態系は，陸上生態系と比べて 握の（５）において、記述を追加しまし
Ｐ／Ｂ比（生産／バイオマス比）が極めて高いことからも明らかなよ た （４９ページ １９行目）。
うに，いわゆるフローが卓越する系になっており，陸上よりも生物組

， ．成の経時変化やそれに伴う物質循環速度が大きい という特徴を持つ
本来，生物多様性はこの物質循環の様態と密接に関連しているが，事
務局案ではそもそも「物質循環」の視点が希薄であり，海洋生態系の
基本的な特徴についての記述もほとんど無い．しかし，上記のような
観点からすれば，海洋生態系の保全は，陸上のような特定稀少種の保
全を指標にするというよりは群集としての保全という観点が必要であ
り，そのような特質を踏まえたうえでの生物多様性の議論が必要とな

44 630 ４ １ ５ （１４０ページ 港湾海洋） 重要干潟等の保全と失われた干潟等の
、 、港湾に関しては 「戦後の経済発展の中で、豊かで安全な生活と引 回復を図る旨記述しているところであり

き換えに、多様な生物の生息場所である沿岸域の干潟・藻場等が消失 御意見は今後の参考とします。
してきた」事実を記述した点は評価できるが、沖縄県の泡瀬干潟の埋
め立て計画にみられるように藻場の移植を条件として埋め立てが進行
している事実がある。しかも藻場移植が成功した事例は海外も含めて
皆無である 「重要な干潟等についてはできる限り保全する」という。
表現では不十分であり 「重要な干潟等は100 保全した上で、失われ、 %
た干潟・藻場の回復を図る」という国の確固たる方針を記述すべきで
ある。

＜漁業について＞ ３２件

部 章 節 意見要旨 回答（対応）案No

45 46 ４ １ ６ （１４８ページ） 当該部分は主として漁業活動と密接な
延縄船の海鳥対策など、偶発的捕獲への対策を賞賛する。しかしな 関係を有する海鳥、サメに関する問題に

がら 沖縄海域のジュゴンなど絶滅が心配される種の混獲については ついて触れており、ジュゴンについては、 、
緊急に対策が必要である 「・・・・・を図っているところであり、 その希少生物としての性格に鑑み保護対。
今後とも推進していく必要があります 」のこの後に 「特に沖縄海域 策を推進することが必要との観点から第。 、
のジュゴンなど絶滅が心配されている種の混獲については、緊急に対 ３部５節３ （７２ページ）の記述にお．
策が必要である 」を加えるべきである。 いて、保護の必要性について述べていま。
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す。

46 195 ４ １ ６ （１４８ページ 「我が国としてもワシントン条約等の適切な運用を 海洋生物資源の保存及び管理に関して）
通じ」との記述は、日本の水産業界が、ワシントン条約の不合理な介 は専門的な国際機関等の場を通じて図る
入によって長年の苦難を味わっている情況についての認識が欠如して 必要があることから、意見の趣旨に関し
おり、納得がいかない。海洋生物の保存・管理は、専門的な知識、経 ては第４部第１章第６節２（２）海洋生
験を有する、ＦＡＯ国連食糧農業委員会、各地域漁業管理機関に委ね 物資源の持続的可能な利用の推進（１６
なければ、健全な水産資源の保存管理を確保することはできない。こ ２ページ）で述べているところです。な
の記述は 「我が国としてもＦＡＯ、各地域漁業管理機関との連携、 お、ワシントン条約の関係についてはそ、

、協力により」とされたい。 の適切な運用が求められていることから
適切な運用を通じ、これら資源の保全に
努める旨の記述を行っています。

47 50 ４ １ ６ 小型鯨類の調査とその結果の情報公開が不十分である。また、沿岸 小型鯨類についての調査等の報告は、独
性の魚介類の汚染状況から判断して、クジラ・イルカ類がかなり深刻 立行政法人水産研究センター遠洋水産研
に汚染されていると思われる。クジラ・イルカ類の現状を把握するた 究所から報告されており、その結果は水
め、また、国民の懸念に応えるため、十分な調査を行い、その結果を 産庁のホームページを通して入手可能で
公表すべきである。 す。また、鯨類に対する環境汚染物質が

与える影響も随時行っており、日本鯨類
研究所から報告されています。

48 143 ４ １ ６ 漁業の項目では、海洋生物とくに海洋ほ乳類が海洋生物資源の持続 鯨類を含む全ての海洋資源は持続的理
的利用という側面からのみ記述されており、生物多様性の保全という 由の原則に従い、利用されるべきです。
視点からはきわめて偏っているといわざるを得ない。シロナガスクジ 海洋には多くの生物種が存在する中で、
ラ、ザトウクジラ、セミクジラ等の種は、移動性の動物種の保護に関 クジラ等特定の種のみを科学的根拠もな

。するボン条約の附属書 に掲載された種であり、国内的には種の保存 く保護する正当性はないと考えていますI
法の対象とすべき種である。しかし、我が国は未だにボン条約を批准 また、シロナガスクジラ、ホッキョクク
しておらず、海生哺乳類は、種の保存法の対象種となっていない。こ ジラ及びスナルリについては、水産資源
のような状況の中で、ミンククジラ等の持続的利用を主張しても、日 保護法に基づき採捕の禁止等の保護措置
本はすべての鯨類を生物資源としようとしているという疑いの目で見 をとっています。
られることは明らかである。鯨類を生物資源としてではなく、地球の
生物多様性の一員として記述し、ボン条約批准に対する国の積極的な
方針を明記すべきである。

49 52 ４ １ ６ 養殖漁業は 一度に多量に漁獲できる 安価な魚類 多獲性浮魚類 海域環境に配慮し、養殖漁場の維持・、 、 （ ）
を餌にして、より商業価値の高い魚類を生産するという点で理解でき 改善を図るため平成１１年５月「持続的
る。しかし、餌資源の無駄、餌のやりすぎが引き起こす、周辺海域の 養殖生産確保法」を制定し、適切な養殖
富栄養化、網に塗布する薬品の影響などのマイナス面を軽減する調査 業の確立を図ってまいります。
や措置が必要である。
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50 152 ４ １ ６ 国家戦略案は、日本が、世界有数の漁業国であり、世界最大の水産 マグロについては、我が国が世界の生
市場国であることを、充分に認識していないように感じます。日本の 産及び消費において重要な地位を占めて
存在が世界各国の漁業に影響を与えていることは、日本へのマグロの いることを踏まえ、ＩＣＣＡＴ等の国際
輸出国が、70を超えていることだけ見ても明らかです。 漁業管理機関において、資源管理の枠組
日本の市場がまぐろ資源を枯渇させているとの批判にも、便宜置籍 みづくりのために積極的に活動すること

船、いわゆる「海賊」マグロ漁船の獲ったマグロをすべて日本が輸入 と併行して、これらの機関における取り
し続けている実態を見れば、返す言葉もありません。国として、限り 決めに従い、便宜置籍漁船等による漁獲
ある水産資源の持続的利用を確保するためには、こうした違法に獲ら 物について、輸入規制等の措置を講じて
れた漁獲物を国内市場から排除すペく、しっかりとした貿易管理を国 きたところであり、今後ともこのような
家の政策としてこれを確立して行うべきであり、その方針を国家戦略 措置を通じてマグロ資源の国際的資源管

。 、に明記すべきであると考えます． 理を推進していくこととしている また
これらの取り組みと併せ、国際的な資源
管理問題等に関する消費者の理解の促進
を図りながら、その合理的な選択に資す
るため、水産物の原産国等についての表
示の適正化を推進するとともに、資源管
理を遵守して漁獲されたものかどうかを
消費者が識別できるようエコラベリング
・システムの導入を推進する。

＜自然公園について＞ ２０件

部 章 節 意見要旨 回答（対応）案No

51 494 ４ １ ７ （１６４ページ） （１７８ページ ９行目）
私は小学生時代から、蝶を中心とした昆虫採集を40年近く続けてい 今国会に提出されている自然公園法改

ます。採集を通じて多くのことを学び、様々な喜びを体験してきまし 正案では、特別地域内では環境大臣の指
た。これらの詳細については別途述べたいと思いますが、今後の環境 定した動物の捕獲が原則禁止されること
保護行政を推進されるにあたり、ぜひともご留意いただきたい点を述 となります。どの種を選定するかは、自
べておきます。 然公園法改正案成立後に具体的に検討さ
それはもうこれ以上昆虫採集の法的規制をしないことです。 れることとなりますが、特別地域は、従

採集という行為を規制する一方で、その種が棲息している環境を、根 来から開発行為の規制が行われている地
こそぎ破壊したり、その種が食草または食樹として利用している植物 域であり、生息環境の保全も行われてい

。 、を除去したり切ったりしている例は多数あります。広島県三和町のヒ ます ご意見については改正案成立後の
ョウモンモドキの大発生地へのゴルフ場 キャンプ場建設による絶滅 保護対象種の指定の作業にあたって参考、 、
兵庫県黒田庄町の「はりま日時計の丘公園」建設によるギフチョウの とさせていただきます。
発生地破壊、鳥取県日野町の牧場づくりによるヒメヒカゲ、ウスイロ
ヒョウモンモドキの棲息地破壊、岡山県川上村の開発によるゴマシジ
ミ産地の大破壊・・・・この他挙げればきりがありません。
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節度ある昆虫採集によって、その種を減少させるようなことは決し
てありません。これは長年の体験からもデータからも、自信を持って
いうことができます。ところが、環境を破壊すると、二度と復元は不
可能です。今、西表島・浦内で進められている一大リゾート建設のよ
うなものこそ規制すべきものです。ここはタイワンキマダラ（蝶）の

。 、国内で唯一の多産地です 食樹を他に移植という案もあるようですが
そんな安易なことで解決するような簡単なものではありません。また

。ここでは国内で２例目のシロモンクロシジミが昨年記録された地です
また、聞くところによると1500ｍ以上の山で30種の蝶の採集規制も

お考えだそうですが、安易な採集規制は、昆虫採集の楽しみ、学問的
、 。な探求の機会を奪い去るもので ぜひ避けていただきたいと考えます

昆虫は環境さえ保護すれば、一部の例外を除き、採集程度でいなくな
るものではありません。
私は様々な機会や場を通じて、今後も同好者のモラル向上のための

啓蒙活動と時代を担う世代の育成活動を続けて行く所存です。
重ねてお願いしますが、もうこれ以上採集規制という手段はとらな

いでください。
今後、何かお役に立てることがありましたら喜んで協力いたします

ので、遠慮なくお申し付けください。

52 106 ４ １ ７ 第３部第２章第４節（６５～６６頁）における自然再生事業の記述 ご意見を踏まえ、次のとおり修文しま
に関して、自然再生事業の対象となる人工的生態系、衰退した生態系 す （１７８ページ ２１行目）。
を明記し、そこを明確にした慎重な対策が必要であること、自然再生 「すぐれた自然環境を有する国立・国定
事業を行う際には、土木工事ではなく、各レベルの生物を主体とした 公園は、特にその自然環境を指定当時の
生態学的視点が基礎となる主旨を指摘しました。他方で、奥山自然地 姿のまま次世代に引き継いでいくことが
域、あるいは自然公園はそれぞれ別途に、自然性が高く、生物多様性 重要であることから、失われた自然につ
保全の中核となることが書かれており、急峻な地形の場所では地形改 いては修復・復元していくことが必要で

。 、 。変に脆弱であるとも記述されております。そうすると、ここの項目の す この観点から 次の措置を講じます
記述は大きな矛盾をはらんでいます。また実際には、山岳域における 国立・国定公園を自然再生事業を優先
環境省主導の土木工事でも新たな自然破壊となる例が多いので、自然 的に実施する場所と位置づけ、積極的に
公園における自然再生事業については極めて慎重でなければなりませ 自然再生事業を推進します。ただし、自
。 、 、 、ん この項目は 国民に広く基本論議を投げかけるべきところであり 然性の高い地域での事業となることから

個人的には環境省の方針変更が必要と考えます。少なくとも、以下の 調査計画段階から事業実施、完了後の維
ような文章変更にしてはいかがでしょうか。 持管理に至るまで、地域住民やＮＧＯ等
・・・すぐれた自然環境を有する国立・国定公園・・・ との合意形成を充分に図るとともに、事
→ ・・・すぐれた自然環境を有する自然公園 業着手後は、モニタリングと順応的管理

・・失われた自然環境については修復・復元していくことが必要です を継続的に実施していくことが必要で。
→ ・・・自然性が失われた部分では修復・復元していくことが必 す 」。

要です。 なお、都道府県立公園に関する今後の
・・・国立・国定公園を自然再生事業を優先的に実施する場所と位置 展開については国の施策として記載でき



- -19

づけ、積極的に自然再生事業を推進するとともに・・・ ないので国立・国定公園として記載しま
→ ・・・自然公園における自然再生事業は、自然性と希少性の価 す。

値が極めて高い地域での工事になるので、事業の是非に関する
計画段階からの論議を含んで、とりわけ慎重に取り組むととも
に、

53 「ホットスポット」から見た地域保全． 今後、わが国におけるホットスポット
戦略案（第４部７節）では，生物多様性を保全する方策の一つとし の調査研究を進め、ギャップ分析を実施

て自然環境保全地域・自然公園で生息域内保全が指摘されている．近 して、適切な保護地域のあり方を検討し
年，固有種が集中する地域を「ホットスポット」として捉え，そこを ます。
保全することによって，生物多様性を効率的に保全する動きが高まっ
ており（ 403 853, 2000 ，いくつかの国ではすでに関連の本がNature : ）
出版されている 「ホットスポット」はかつての気候変動に応じて生．
物がレフュージアとして避難し，種分化が頻発した地域であると理解
される場合も多く，生物学的に重要な地域である．このように生物多
様性を種の分布様式から捉える「ホットスポット」についての調査研
究は日本では不十分である．自然環境保全地域・自然公園とホットス
ポットを比較する調査研究を行って，効率の良い保全を実施すること
が大切である．

＜野生鳥獣の保護管理について＞ ７１件

部 章 節 意見要旨 回答（対応）案No

54 519 ４ １ １ （ア）について (1) 本国家戦略においては、野生鳥獣の
野生鳥獣の被害対策として適正数の維持を図ることは必要であるが 保護管理に当たり、第４部第２章第１節、

そのためには継続的調査を行い実態を把握しておくことが必要と考え の２の(4)の「野生鳥獣の保護管理」及び
る。過剰な保護により急激な個体数の変化を招かないよう配慮する。 同(5)の「野生鳥獣の生息状況等の調査・

研究」において記述しているとおり、平
成１１年の鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律
の改正に伴う特定鳥獣保護管理計画に基
づき地域の個体群の規模や生息環境を目
標とした保護管理を行うため、狩猟者ま
たは鳥獣の捕獲許可を受けた者から報告
される捕獲場所や捕獲数など捕獲鳥獣に
関する情報の収集とそのデータベース化
等により生息数の調査等を行い所要の個
体数の調整を行うほか、有害鳥獣駆除や
狩猟による鳥獣の捕獲等を行うこととし
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ているところです。
(2) 森林の保全に当たっては、有害鳥獣
駆除等に加え、特定鳥獣保護管理計画に
基づく野生鳥獣の個体数の調整を行って
いるところであり、今後とも農林業被害
の防止に向けて関係省庁との連携を図り
つつ、上記(1)の考え方に基づき所要の対
策を実施する考えです。

55 25 ４ ２ １ 野生鳥獣の捕獲の規制に次を付け加える ご意見を踏まえ、１８７ページ２２行目
80 （捕獲の方法について） に次の文章を追加します。

「捕獲の手段としてのとらばさみ、くくりわな、箱わななどは、野生 「さらに、くくりわな等による錯誤捕獲
動物を無差別殺傷をするおそれが高く、イノシシ用のわなにクマがか や犬のみによる狩猟など、猟法に係る問
かるなどのいわゆる錯誤捕獲が増えています。ワナの規制を強化する 題への対応の検討を進めます 」。
とともに、標識のない違法なわなの摘発を積極的に進めます。猟犬に
ついては山野に遺棄し野犬化させないこと、ヒトや家畜への危害の防
止に努めるよう啓発普及を図ります 」。

56 305 ４ ２ １ 傷病鳥獣救護は動物愛護の精神から必要だと思います。しかしこれ ご意見を踏まえ、野生鳥獣の救護体制等
は個体の生命の救済であり、１個体の生命が全体にとって重要な意味 に次の文章を追加します、
を持つ状況の希少種を除くと、種または個体群の保護管理とは別次元 「その際、油汚染事故など一時的に多数
の話だと思います。 「情報を化学物質などによる野生鳥獣への影響 の傷病鳥獣が発生した場合への準備及び
の把握などに活用」とありますが、これは救護したものが死んだ後の 対応や希少鳥獣の取扱いに配慮すると共
調査・研究レベルの話ではないでしょうか。私は野生鳥獣の保護管理 に、併せて捕獲個体や子房個体から保護
の視点からは、救護体制の整備よりも、死体回収・死因究明体制の整 管理に有効な情報を得るための体制の整
備の方が重要だと考えます。 死亡状況、死因究明は個体群動態把握 備を図ります 」。
の一助となりますし、ここ１－２年、アメリカで問題になっている西
ナイルウイルスのような人獣共通伝染病の把握にもつながります。も
ちろん、上記の化学物質蓄積による影響の発現・実態を広く、早く把
握する方法にもなると思います。

57 125 ４ ２ １ 最近問題になっているヒグマへの餌やり ハクチョウ シマフクロウ ご意見を踏まえ （７）の第二段落を次、 、 、 、
オジロワシ、オオワシ、ニホンザルへの、管理されていない不特定多 のように修文します。

「 、 、数が行なっている給餌に関しての対処が全く無い。 また 野生鳥獣の保護管理に関しては
。広く人々の認識を深める必要があります

安易な給餌（餌やり）が野生鳥獣の生活
に影響を与え被害を助長している事実が
あることなど、身近なところから人と野
生鳥獣との共生を図るための普及啓発を
進めます 」。
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＜野生生物の保護管理（移入種（ブラックバスを除く ）について＞ ５８件）

部 章 節 意見要旨 回答（対応）案No

58 641 ４ ２ １ 日本は野生生物の輸入大国、消費大国である。密輸の目的地ではア 国内流通規制については、実効性ある
ジア域内で日本が一番多かったことや、日本の税関におけるワシント 規制体制づくりが課題で、現在の規制制
ン条約附属書掲載種の輸入差止件数が約1,700件(2000年)にものぼって 度を効果的に実施していくことが優先的
いることにもあらわれているとおり、合法取引のデータにあらわれて 課題と考えています。
いる以上の野生生物が日本の消費が原因となって悪影響を受けている
と考えられる。こうした状況からすれば、これら輸入される種の国内
需要及び流通の徹底した管理・監視が必要と述べるべきである。

59 421 ４ ２ １ ４。素案第４部１７５ページ３。移入種（外来種）等生態系への撹乱 原産国での生息状況への配慮は （１）、
要因への対策の項に次の記述を挿入されたい。 エ普及啓発で記述。予防に関する措置の
「 ８）野生動物の輸入規制の強化 強化については （１）アで記述ずみで（ 、
海外から大量に野生動物が輸入され、海外の生態系を脅かし、種の絶 す。
滅を加速させているばかりか、国内で遺棄されることにより、国内の
生態系へも甚大な脅威を与えています。例えば、南西諸島では交雑が
起こり、固有の種の遺伝子が汚染されています。さらに、近似種にお
いては、国内における密猟の隠れ蓑になっている。従来の輸入規制を
強化し、危険な動物については、輸入を止めることを含めて検討する
必要があります。また、流通を監視する必要があります 」。

60 740 ４ ２ １ 移入種の侵入の予防においては 広く国民に対して普及啓発を行い （１）イ及びエにおいて、地域住民の協、 、
個別の対策においても理解を得ながら行うのが重要である。特に固有 力について記述を追加。
の生物相を有する島嶼地域など、生物多様性保全上重要な地域におい
て、多くの市民の協力を得ながら移入種の管理を徹底できるよう、普
及啓発活動にも力を入れるべきである。

＜野生生物の保護管理（ブラックバス等）について＞ １０９５件

部 章 節 意見要旨 回答（対応）案No

61 在来魚が少なくなったのは、護岸や河川改修などの公共事業による 生物多様性国家戦略には、在来魚がブ
生息環境の破壊、農薬の使用、家庭排水による水質汚染など様々な人 ラックバスのみの原因によって減少して
間活動が原因であり、ブラックバスの責任にするのはおかしい。 いると記述しているものではなく、第１
ブラックバスの駆除なんてできるはずがなく、そんなことに国民の 部第１節において、３つの危機として①
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血税を使うのは無駄。それよりも、河川や湖沼の護岸を壊してもとの 開発・過剰利用・汚染等の人間活動に伴
自然環境に戻したり、水質浄化を行ったり、在来魚の繁殖事業に使っ う影響、②里山の荒廃、中山間地域環境
た方がよい。 の変化等の人間活動の縮小や生活スタイ

ルの変化に伴う影響、③移入種等の人間
活動によって新たに問題になっている影
響について明確に記述しているところで
あり、それぞれの危機に関する取り組み
について記述しているところである。

、 、また 在来種の繁殖・保護を図るため
魚礁設置、産卵場の造成等の在来魚の生

。息環境の改善を行っているところである

62 自分や家族の大切な趣味であり、生き甲斐であるので、バスを駆除 バス釣りの自然とのふれあいの効果を
したりバス釣りを禁止したりするのはやめてほしい。バス釣りはすぐ 否定するものではないが、生物多様性に
れた自然とのふれあいの手段である。 不可逆的な影響を与える場合には、自然
キャッチ＆リリースを行うバス釣りは、命の大切さを子ども達に伝 とのふれあいとして適当ではない。

えるのに最適。それを害魚だから殺してしまえというのでは、子ども
達にどのように説明できるのか。ブラックバスの駆除は、子どもたち
の教育上も良くない。

63 バス釣りにより一大産業が発展している。この経済的メリットを考 生物多様性国家戦略では、持続可能な
慮せず、生態学的なデメリットのみで駆除を決めるのは不適切。入漁 利用に関する記述も盛り込んでおり、利
料や環境整備協力金等を取ることにより地域振興にも役立つので、こ 用に先立つ影響の予測とそれに応じた管
の方向を目指すべき。 理を行うための効果的な措置を検討する
バス釣りには、数多くの企業が関係しており、バスを駆除してしま 必要があるとしている。

うと、この不景気の中、数多くの企業倒産や失業者を出すことになり ただし、生物多様性に対し、不可逆的
かねない な影響を与える場合には、経済的メリッ

トとの単純な比較は適当でない。

64 ブラックバスが生態系に影響を与えていることは理解できるし、密 生物多様性国家戦略では、持続可能な
放流も断固禁じるべき。しかし、バス釣りを全てできないようにする 利用に関する記述も盛り込んでおり、利
のではなく、釣りの振興団体が提唱しているゾーニングによりすみわ 用に先立つ影響の予測とそれに応じた管
けができるようにしてほしい。例えば、琵琶湖、河口湖等のようにバ 理を行うための効果的な措置を検討する
ス釣りのできる管理釣り場を増やし、それ以外でのバス釣りは禁止し 必要があるとしている。
てはどうか。 ただし、生物多様性に対して、不可逆
アメリカのようにライセンス制を導入し、バス釣りのできる人と場 的な影響を与える場合には、利用との両

所を限定する。ライセンス料は釣り場の環境整備や在来種の保護増殖 立は困難である。
に用いるべき。

、65 ブラックバスは、長い時間が立てば、生態系の中に溶け込み、生息密 生物多様性国家戦略第３部３において
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度も低下してくる。ブラックバスの捕食により在来種が絶滅するなん 自然資源の利用にあたっては、現に生物
てことは考えられない。人が変に駆除を行うと、ブラックバスが日本 多様性保全上重要な場所は保全を基本と
の生態系に調和するのが遅れるだけである。自然にまかせるのが一番 して悪影響を回避し、利用は長期的な視
良い。 点に立って、自然の循環能力を超えずに
ブラックバスはすでに生態系の一部になってしまっている。 生態系の構造と機能を維持できる範囲内
ブラックバスの本場、アメリカでは、バスは他の魚を絶滅させるこ で、また生物資源の再生産が可能な範囲

となく生態系の頂点で安定していることから、日本においても他の種 内で持続可能な方法により行うことが重
を絶滅させることはなく、安定した生態系を確立するはずである。 要であるとしているところ。

また、外来魚が既に日本へ移入され定
着していたとしても、それをもって将来
に維持すべき生態系として単純に位置付
けることはできない。
さらに、アメリカではブラックバスが

元々生息していた地域であり、アメリカ
から移入された日本と同列に比較するこ
とは困難である。

66 「移入種の駆除・管理」ですが、ここでもブラックバスを例に挙げ ブラックバスについては、生息域の拡
た場合、多くの水域で食物連鎖の最上位グループに属するような影響 大を防止するとともに、生息数を減らす
力の大きな種については、生息場所や生息数の管理ではなく、駆除が ことを基本に対応することとしており、
最善の方法である 現在、漁協等による駆除事業を実施して
在来種からなる日本の生態系は後世に引き継ぐべき貴重な財産であ いるところである。

り、これに危機をもたらす外来種は完全に駆除すべき。

67 生物の進化と分類に関する教育を受けていなければ、何故、バスが 今後の施策の参考とさせていただきま
問題なのか理解できない。初等理科教育において子どもたちに教える す。なお、外来種対策の広報・啓発活動
必要がある。国民に充分な知識と情報の提供が必要。 について記述しています。

＜野生生物・生態系と化学物質について＞ ６１件

部 章 節 意見要旨 回答（対応）案No

。68 410 １ １ （７ページ ３．第３の危機） 今後の施策の参考とさせていただきます
生態系保全を考える上で、化学物質による影響を「第3の危機」とし なお、内分泌かく乱作用が疑われる化学

、て取り上げられていることは大変評価されます。 物質による野生生物への影響については
（中略） 第４部第２章第１節（１９３ページ１０

近年、内分泌撹乱作用を有する人工化学物質、いわゆる環境ホルモ 行目）において調査への取組について記
ンにより、野生生物の種の存続が脅かされているという報告が数多く 述を追加しました。
出されています。つまり、人類存続の基盤である生態系の維持が、人
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工化学物質によって脅威にさらされているわけです。
したがって、生態系を保全していくためには、化学物質による生態

毒性や内分泌撹乱性の考え方を取り入れた持続可能な化学物質政策が
重要です。中間とりまとめ案でも指摘されている通り、化学物質によ
る生態系影響はまだまだ未解明なものが多いのが現状です。だからこ
そ、国は、その解明のための調査研究を一層推進するとともに、生態
毒性をチェックし有害のおそれのある化学物質の製造・使用を制限す
るとともに、総体としての化学物質のリスク低減策を講じる必要があ
ると考えます。

68 561 １ １ （７ページ ３．第３の危機） 生態影響のおそれがある化学物質として
動植物への毒性を有し、生態系に影響を与えるのは、例示されてい は、 等の他、ﾄﾘﾌﾞﾁﾙｽｽﾞ化合物やﾉﾆﾙPCB

るＰＣＢなどＰＯＰ ぐらいではないか。 ﾌｪﾉｰﾙ、フタル酸ジ（２－エチルヘキシs
ル 、ホルムアルデヒド等も挙げられま）
す。

69 352 ４ ２ １ （１７８ページ ３（２）化学物質対策） 今後の施策の参考とさせていただきま
野生生物の保護と管理を進めるうえで、近年、生態系の攪乱の原因 す。なお、内分泌かく乱作用が疑われる

の一つとして疑われている化学物質による「第３の危機」を回避し、 化学物質による野生生物への影響につい
生物多様性の維持保全と農林水産業への影響の未然防止のためにも、 ては、第４部第２章第１節（１９３ペー
「化学物質による生態系影響に関する対策」( .175)を進めることは ジ１０行目）において調査への取組につP
極めて重要な施策と思います。 いて記述を追加しました。
化学物質と生態系の関係については、本中間取りまとめ案にも記述

されているように 「既に諸外国の化学物質関連法制度において、人、
の健康に加えて生態系を含む環境の保護が目的とされ、また、化学物
質の野生生物への内分泌かく乱作用の疑いが注目されるなど、生態系
への化学物質の影響の重要性が認識されつつ」( .178)あります。特P
に化学物質の野生生物への内分泌かく乱作用の疑いについては、前述
したように、既に日本をはじめ地球規模でその汚染の影響が顕在化し
ている現状を考えるならば、ここで取り上げられているような施策を
早急に講じる必要があると思います。とりわけ、農薬類については、

、内分泌かく乱作用の疑いが強くもたれている物質が多々あることから
本中間取りまとめ案にもうたわれているように 「農薬の生物種・生、
態系への影響については、具体的な評価方法及び試験法の開発を行う
とともに、農薬取締法に基づく農薬登録に際しての農薬の生態影響評
価の確立」( .178)に早急に取り組む必要があると思います。P

70 411 ４ ２ １ （１７８ページ ３（２）化学物質対策）
412 化学物質対策を考える上で 「従来からのヒトの健康の保護の視点、

に加えて、様々な化学物質による生態系に対する影響の適切な評価と
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管理を視野に入れる」ことは意義深く、高く評価します。この姿勢を
具現化するためには、以下のような取組みを推進することを提案しま
す
化学物質の影響に関する調査・研究の実施とその体制の強化
化学物質が生態系にどのような影響を与えているかについては、ま

だ十分な研究がなされておらず、明らかになっていないことが多くあ
ります。特に、両性類や鳥類の研究はほとんどありません。全国的に
減少が報告されているカエルや、食物連鎖の頂点にある猛禽類、水生
生物を常食とする鳥類について、早急に調査・研究体制を強化し、早
期対策がとれるような制度を確立する必要があります。
生態系への影響は広範囲にわたるので、調査・研究に際しては、生

態系の研究者のみならず医者や、生態系保全に関わるＮＧＯなどとも
連携することが望まれます。同時に積極的な情報公開を行い、市民参
加が保障されることも不可欠です。

71 230 ４ ２ １ （１７８ページ ３（２）化学物質対策） ここでは従来取組の遅れている農薬の
「化学物質対策」の項でありながら、内容は特定の化学物質「農薬」 生態影響の取組について記述するもので
だけを強調した記載となっている 化学物質の代表があたかも 農薬 あります。。 「 」
、 。で その対策をすれば問題が解決するようなとらえ方は不適切である

しかも農薬を、科学的に未熟であった時代のＤＤＴ等残留性のある２
０年以上前の農薬を念頭においた、固定観念にとらわれた農薬の解釈
は説得力がない。蓄積性や長期残留性がある農薬は、現在及び将来と
も存在しない。生理活性はあるが選択制のある生理活性である。
農薬の使用は季節性があり、年間を通じての暴露はない。生態系へ

の影響の可能性があるとしても一過性で、長期暴露による影響は考え
られない。農薬による特定生物種の絶滅の話しは聞いていない。
農林水産省と環境省の連携による「田んぼの生きもの調査」の結果

においても多種多様の生物が確認されている。
このような事実からも、農薬は、既存の法のもとで適切な対策、管

理が既になされていると考えられる。したがって「化学物質対策」と
しては、むしろ毒性も性質・挙動も不明な「未規制化学物質」の対策
の方向性を示すべきと考えます。

環境を守ることはとても大切なことだが、そのことだけに着目して72 94
はいけない。今の農業人口で農薬を使わずに作物を作ることなど到底
出来ない。また、農薬のおかげで農家の重労働が大分軽減されている

。 、 、のも事実 もちろん農薬は無害とは言い切れず 有害なものもあるが
人体に全くと言っていいほど無害なものもある。工業排水、化学品等
の環境汚染もあり、矛先が農薬にばかり向けられるのはおかしい。
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＜生物資源の持続可能な利用について＞ １２件

部 章 節 意見要旨 回答（対応）案No

73 346 １ １ 戦略骨子(事務局案)で第3の危機に含まれていた「遺伝子組み換え生 ご指摘の遺伝子組換え生物の安全性確
物による生態系の撹乱」を削除せず「中間取りまとめ案」にも加える 保は重要な課題と考えており、第４部で
べきである。今後日本での商業栽培が行なわれる可能性は少なくあり 考え方及び今後の取組について述べたと
ません。野外で大規模な商業栽培が行なわれれば、遺伝子組換え作物 ころです。その生態系影響については、
の近縁種との交配や野生化によって、人為的に組みこんだ遺伝子が生 これまでに顕著な影響事例等が報告され
態系中に拡散することは十分に考えられることです。しかも、このよ ておらず、わかっていない面が多いこと
うな遺伝子汚染は、遺伝子が生体内で複製されつづけるため、化学物 から 「危機」として特記しなかったも、
質と異なり回復することの困難な不可逆的な汚染となります。 のです。
このように遺伝子組換え生物が、遺伝子レベルで生態系を撹乱する

恐れのあること、それに対して予防的な対策を行なう必要があること
を認識するためにも、生物多様性の危機として第1部第1節に明記すべ
きです。第4部第2章第2節「生物資源の持続的な利用」( 180)にも、P
遺伝子組換え生物が環境に与える影響についての記述がありますが、
それとは別に考えるべきです。

74 382 ４ ２ ２ 生物資源の医療分野での利用がふれられている。薬用植物遺伝資源 ご意見を踏まえて全面的に修文いたし
の利用はわかるが、ヒトゲノムの解析が多様性保全と関係があるとは ました （１９７ページ １行目）。
思えない。

75 66 ４ ２ ２ 「・・・・保全上特段の問題が生じた事例は報告されていません 」 （２０１ページ１９行目）。
に「・・・・保全上特段の問題が生じた事例は報告されていません。 「生物多様性の保全及び持続可能な利用
予防的なアプローチを基本とする、指針を今後示してゆきます 」と への悪影響の予防の観点から」を、バイ。
追加すべきである。 オセイフティーに関するカルタヘナ議定
（追加理由）安全確保のためのリスク評価管理手法等がいまだ検討段 書の記述に追加
階であり、具体的な記述がないことは理解できるが、少なくとも予防

、 。的なアプローチを基本とする 指針のようなものを明示すべきである

＜自然とのふれあいについて＞ １８件

部 章 節 意見要旨 回答（対応）案No

76 151 ４ ２ ３ 「１基本的考え方」では、自然とのふれあいの重要性について述べ 当該箇所は、基本的に自然とのふれあ
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るとともに、エコツーリズムなどによる自然環境への負荷への増大に いを推進する施策を記述しているため、
対する問題点をも踏まえるなどの基本認識を確認された上で、自然と 「保護より利用に重心がよっている」か
のふれあいに係る施策の推進に当たって今後の展開に対する慎重な配 のような印象をお受けになったかもしれ
慮の必要性や留意点を示されるなど、大変すばらしいものだと思いま ませんが、生物多様性保全のためには、
す。 持続可能な利用が前提であり、自然の保
このすばらしい基本的考え方を踏まえた具体的施策においては、過剰 護と適正な利用のどちらもが重要と考え
利用による脆弱な自然生態系が破壊されている現状に鑑み「自然公園 ております。また、自然公園法の改正に
法を改正し、利用者の制限を行える制度を導入します 」といった表 ついては、別途詳細に記述していること。
記もありますが、やはり保護より利用に重心が寄っているやに見受け から重複を避けるため、当該箇所では簡
られます。 潔な表現にとどめております。
破壊されてしまったものの「復元」とか「再生」という語句も目に付
きますが、これらのことは当然重要なことであります、今後の施策と
しては結果が出てからの利用制限といった考え方ではなく、原因の段
階での利用制限を導入するなど今以上に積極的な保護を実施すること
が自然とのふれあいの場の確保という観点からみて不可欠であるので
はないでしょうか。
このような制度の導入に当たっては、基本的な考え方を国民に広く正
しく受け入れていただくための施策の展開が最重要と考えますが、そ
の辺の表記が希薄に思われます。

77 143 ４ ２ ３ .190の22行目に「通過型観光と呼ばれるようなマス・ツーリズム」 マス・ツーリズムといった利用形態がp
を「自然とのふれあいのひとつの形態である」という認識を、現状に 依然として観光の主流を占め、自然公園
合わせて明記することは、矛盾する。現状を少しでも改善していくべ 等においても数多く見られる利用形態で
き方向性が示されるべきである。 あるという現状を十分に認識した上で、

ご指摘のとおり、より良い自然とのふれ
あいを推進するための施策を講じていく
必要があると考えております。

＜動物愛護について＞ ７件

部 章 節 意見要旨 回答（対応）案No

78 317 ４ ２ ４ （２１６ページ） 飼育動物の管理については、飼育者の責
飼養動物を放つことの影響を十分に周知するとともに、飼育動物の 任の明確化も含めて検討してるところで

個体を判定できるような方法を用いて、野に放したことが判明した場 す。
合は対象者への罰則も必要ではないかと思われる。また、移入種の排 動物愛護管理法に基づきペット動物の

、除が必要な場合も、動物愛護団体への説明の機会が取れるような方策 飼養保管基準の策定について検討を行い
も必要と思われる。 「家庭動物等の飼養及び保管に関する基

準（案 」をとりまとめたところです。）



- -28

この基準（案）では、野生動物等の飼養
について、生物多様性保全をも考慮した
内容を盛り込んであり、今後、この基準
の普及啓発を図っていくことにより、動

、物等の適正飼養を推進していくとともに
動物の遺棄が、動物愛護管理法に違反し
罰則を伴うものであることの周知を図っ
ていきます

79 684 ４ ２ ４ （２１７ページ） 改正動物愛護管理法に基づく動物愛護
愛護推進員や協議会・・・賛同いたしますが、このような本当に監 推進員・協議会制度については、地域に

視体制を充実させないと、地方でも都市部でも、監視体制にひっかか おける行政と民間団体等の連携による飼
らない動物が後を絶たないのでは。また個人飼育ばかりではなく動物 い主責任サポートのためのネットワーク
園においても、動物福祉に反するような飼育状況をしばしば目にしま 形成を目的とするものであり、その活動
すが、どうにかしていただきたいです。 が地域の実情に応じ推進されるよう、支

援を行っているところです。
また、動物園については、動物愛護管

理法に基づく動物取扱業として、動物の
適正飼養を図っているところです。

80 383 ４ ２ ４ （２１６ページ） 動物の愛護管理は、動物の愛護だけで
動物愛護・管理について、ひとつの節が設けられているが、独立し はなく飼養動物の適正な管理をその内容

た節にするべきではない。動物をかわいがることはまったくそのとお にするものであり、環境基本計画におい
りだが、それと多様性保全とは無関係である。ただし、ペットの野生 て、野生動物の保護管理を含む自然環境
化については、ヤマネコなどで見られるように非常に大きな問題があ の保全のための基盤となる共通的事項に
るので、移入種との関連で論じることにしたほうがいい。 位置づけられているところです。

＜調査研究・情報整備について＞ ３６件

部 章 節 意見要旨 回答（対応）案No

81 364 ４ ３ １ モニタリングは基本的視点にあげられている科学的認識に欠くこと １０００箇所については当面の目標を
ができないし、理念にあげられている予防的順応的態度を持つことに 掲げたものであり、今後具体的進捗状況
も不可欠です。 を見ながら必要があれば見直すべきもの
1000箇所の定点は地点数が不足であると考えます。都道府県当たり と考えています。

にすれば20箇所強に過ぎません。生物多様性からみた国土の構造的把 なお、生態系はその特性に応じた広がり
握では６つの構造があげられているので、都道府県当たり20箇所強で をもつものと考えられます。１０００箇
は少なすぎます。 所はその広がりを持った生態系の数とし
監視項目については対象とする生態系のスケールに応じた項目が求 て考えており、各生態系をモニタするに
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められます。 あたり１サイトあたりの具体的な調査ポ
203頁の記載では、生態系が、単一の生態系を指しているものと生態系 イント数は１～複数になり、調査対象地
複合（景観）を指しているものがあり、スケールがはっきりしません 点としては１０００箇所以上となること
が、対象を明確にし、監視項目の設定とその解析方法を明確にしてほ が考えられます。
しいと思います。 また、生態系スケールに応じた項目を設
モニタリングの実施にあたって多様な主体の参画を得ることに賛成 定しなければならないのは、ご指摘のと

です。多様な主体が参画するためにはデータの共有が必要です。保護 おりであり、実際のモニタリングサイト
のためには公表できないデータが含まれている可能性が大きいので、 設置・モニタリングの実施を具体化する
一層、データの取り扱い方について現場の状況に応じたきめ細かい対 中で対象、項目設定、解析方法等を個別
応が望まれます。 に検討していきます。

82 389 ４ ３ １ 第4部第3章第１節（203ページ）で生物多様性センターについて述べ 生物多様性センターでは、自然環境保
られています。同センターは生物多様性保全に貢献するための中核的 全基礎と調査検討会を設置し、各分野の
拠点として設立されました。同センターは生物多様性条約に基づいて 研究者のご意見をいただきながら調査を

。 、設けられたクリアリングハウスメカニズム( )のナショナルフォー 進めているところです ご指摘を踏まえCHM
カルポイントに登録され、国際的にも極めて重要な位置を占めていま 今後さらに学会・研究者とのネットワー
す。そして、生物多様性情報整備やさまざまな環境保全事業に重要な クの構築・強化を進め、一層の充実を図
貢献をしています。これらの業績は高く評価されます。しかし、同セ ります。
ンターには専任の生物多様性研究者、とりわけ分類や系統に関わる研
究者が配置されていないため、研究に基づく機能を発揮できていませ
ん。今後、同センターの活動内容について広く研究者や関係機関の意
見を求め、機能の充実及び発展に努めるべきでしょう。

83 728 ４ ３ １ （７）農地における調査 ①今回の調査は、農村地域において、ど
「田んぼの生き物調査」結果には生物指標の観点がなかった。また、 のような魚類が生息しているかという、
農法による違いは生態系や生物多様性に与える影響が大きいにもかか 生息の確認を目的として行ったものであ
わらず、考慮していなかった。農地における調査は積極的にＮＰＯな る。今後、調査の継続により、生物指標
どと協働して行ってほしい。 を考慮した結果の取りまとめについて、

取り組んでいきたいと考えています。
②農法の違いによる調査については、今
後の調査の継続により取り組んでいきた
いと考えています。

、③調査におけるＮＰＯの参画については
昨年の調査で一部子供エコクラブの協力
を得たところであるが、今後とも引き続
きＮＰＯや地域住民の協力を得て調査を
行いたいと考えています。

84 663 ４ ３ １ 生物多様性条約のナショナルフォーカルポイントに指定されている データの互換性の問題は、フォーマッ
生物多様性センターでは、生物多様性情報システム（ ）を通じ トの問題のみならず精度の問題等、多岐J-IBIS
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て、自然環境保全基礎調査をはじめとする生物多様性情報がホームペ にわたります 「調査手法の標準化」は、。
、 、ージ上で閲覧できるようにしている。しかしながらＧＩＳ（地理情報 調査目的の設定から データの収集方法

システム）を用いた生物多様性情報に関しては、他省庁のデータと相 蓄積方法にいたる一連の流れを包括的に
互互換性がないのが現状である。基礎的な生物多様性地理情報と行政 示したもので、ご指摘の点を含むもので
的な情報をオーバーレイして分析ができるよう、関係省庁が共通のフ す。また、クリアリングハウスメカニズ
ォーマットを使用するよう統一を図る必要があることを明記すべきで ムの構築により、データ互換性に関する
ある。 情報も共有できるようになることから、

今後はこのような混乱は少なくなるもの
と考えられます。

＜教育・学習について＞ ２７件

部 章 節 意見要旨 回答（対応）案No

85 664 ４ ３ ２ 第２節 教育・学習 普及啓発および人材育成 のタイトル冒頭は 意見を踏まえ、１の前文第２段落に以「 、 」 、
明確に「環境教育・学習」とするべきである。第２節「教育・学習、 下の文章を追加します （１１８ページ。
普及啓発および人材育成」の前文の中に、これらの教育の内容のひと １０行目）
つに人間と自然のかかわりについての文化・歴史・社会システムとそ 「また、環境教育・学習では、人間と自
の地域性も含まれることを明記すべきである。それは、ｐ215「オ 都 然のかかわりについての文化・歴史・社
市の自然における環境教育・環境学習」で述べられている都市域も含 会システムとその地域性について伝える
めて重要である。 ことも重要です 」。

86 665 ４ ３ ２ 「環境教育・環境学習の具体的施策」では、ア学校、イ社会教育、 ご意見を踏まえ、１（２）の前文に下
ウ青少年教育、エ自然公園等、オ都市の自然、カ森林、キ水辺、ク農 記の文章を追加します （２２８ページ。
村 ケ天然記念物活用施設と場の設定ごとに施策が記述されているが ３２行目）、 、
森・川・海の流域で捉える活動や地域のなかでの連携された活動が広 「今日、学校において、社会において、
まるなか、生物多様性を考えるうえでも、場や環境を細かく分けて考 また、自然公園、森林又は水辺など様々
える施策が妥当だとは思えない。各環境下で行われている施策を連動 な場において環境教育・環境学習に関す
させることによって効果が求められることもある。 る施策がＮＧＯ等様々な主体により行わ
「ア 学校における環境教育推進のための施策」において、地域で れています。これらの各主体が協力連携

活動している環境保全や環境教育のボランティアの活用することの必 しながら、これらの場所で行われている
要性が明記されるべきである 施策を連動させ、より効果的な環境教育

・環境学習を進めていくことが重要で
す 」。

87 137 ４ ３ ２ 生物多様性という言葉があまりに存在感の薄いものであり、教育と 環境教育・環境学習は、重要な政策手
普及啓蒙の必要性を強く感じます。 段として位置づけるとともに、普及啓発
同業者である医療関係者、あるいは異業種の方々とのお話の中で、 についても各施策に項において記載して

。 、生物多様性を理解はおろか印象にさえ残っていないという人が多くを います これらに関する普及啓発も含め
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占めるように思います。また、ペット愛好家と称される人々の大多数 環境教育・環境学習に関する施策を進め
がこの言葉を知らずにいるのにも驚きます。敢えてペット愛好家を挙 ていきたいと考えております。
げさせてもらったのは、ペットや特に哺乳動物をこよなく愛する個人
・団体が、生態系コントロールの為の施策を非常に強く妨害すること
が往々にしてあるからです。多くの人に生物多様性の必要性を感じて
もらうこと、間違った認識を是正することによって、より大きな活動
が可能になるのだと思います。

＜経済的措置について＞ ８件

部 章 節 意見要旨 回答（対応）案No

88 732 ４ ３ ３ ドイツの中山間地の直接支払制度に習い、在来生物や希少生物の保 中山間地域等直接支払制度は、平地地
全をしている農地に対しての支払制度の導入を検討していただきたい 域との農業生産条件の格差を補正するこ。
また、この制度が三面コンクリート張り水路や暗渠排水の建設に使わ とにより、農業生産活動等の継続を通じ
れていないかどうか、十分な環境への配慮がなされた工事が行われて て、中山間地域等における耕作放棄の発
いるかどうかを補助の審査基準・中間報告事項としていただきたい。 生の防止を図ることを目的として実施さ

れているものであることをご理解いただ
きたい。

89 733 ４ ３ ３ 事業や会計の公開が義務づけられているＮＰＯへの助成を進めてほ 地球環境基金等をご活用ください。
しい。ＮＧＯを名乗る民間団体にはまともな監査がなされていなかっ なお、１（２）アの地球環境基金の助成
たり、官僚ＯＢが名を連ねて市民運動も行っていないで企業や自治体 対象はＮＧＯだけでなく、ＮＰＯや法人
のために動いていたり肩代わりしてシンポジウムなどの事業を行って も含むことから、単に民間団体とのみ記
いる団体もあるが、環境保全等への市民活動に真面目に地道に取り組 すこととします。
んでいる団体にこそ助成をしてもらいたい。

90 492 ４ ３ ３ 民有林の育成策が明確でない。民有林は相続税等の問題を抱えてい 森林の有する多面的な機能の発揮と林
る、もっと具体策を採るべきではないか。 業の持続的かつ健全な発展の観点から、

平成１４年度においては林業経営の実態
等も踏まえ、山林相続税の新たな軽減が
図られることとなっています。具体的に
は （１）制度面では、○森林施業計画、
対象森林に係る林地及び立木の課税価格
を減額する精度の創設、○延納制度にお
いて、施業計画対象森林の延納利子税率
の引き下げ(1.6％→0.6％)及び課税相続
財産の価額に占める対象立木価額の割合
の引下げ(30％→20％) （２）相続税評。
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価の面においては、○特に公益的機能の
発揮を重視する森林(水土保全林、森林と
人との共生林)の適正な評価
など大幅な見直しが行われることとさ

れています。

＜国際的取組について＞ ３２件

部 章 節 意見要旨 回答（対応）案No

91 366 生物多様性条約に米国が加盟していない一方、日本が１８番目の加盟 努力していきます
国として先進国でも先駆けて条約に加盟したことは高く評価されてい
い。今後、条約のもつ３つの目的に沿って、具体的な施策を実施して
いくとともに、国際社会で条約の目的遂行のためにリーダーシップを
発揮すべきである

92 348 ４ ３ ４ 「第4節国際的取組」において、アメリカ合衆国の「生物多様性条約」 ご意見を踏まえ、１（１）締約国会議等
への参加を日本政府として強く要求していくべきであると考えます。 での取組（２４８ページ）として次の文
生物多様性条約では第1条で「遺伝資源の利用によって生まれる利益の 章を挿入します。
公平で平等な配分」を規定しています。世界最大のバイオテクノロジ 「更に、生物多様性条約の更なる効果的
ー推進国であり、生物資源の多様性の経済的な恩恵を最も享受してい な実施のためには、最大のバイオテクノ
るアメリカ合衆国が生物多様性条約に参加していなければ、生物多様 ロジー推進国である、米国の参加が必要
性条約におけるこれらの規定( 開発途上国への適切な利益配分）が実 であり、我が国は、米国が本庄約ひいて=
質的に空文化してしまう恐れがあるでしょう。 は「バイオセイフティーに関するカルタ

ヘナ議定書（仮称 」へ参加するよう促）
進していきます。

93 69 ４ ３ ４ 現状のみの表記となっているが、日本が への最大資金拠出国 ＩＴＴＯへの資金拠出の効果分析につITTO
であることを考えると、その資金拠出の効果の分析を行うとともに、 いては、本年度開始の事業から、相手国
今後の関わり方そのものの検討も追加すべきである。 に対して調査票を送付することなどによ

って、効果分析を行う予定となっている
ところです。
今後の関わり方については、既に、第

４部－第３章－第４節－４－（２）－オ
において、我が国として、ＩＴＴＯへの
拠出を含めて、生物多様性保全に関する
技術協力、資金協力を推進する旨、明確
に位置付けているところです。
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94 671 ４ ３ ４ ワシントン条約に関しては 「付属書 に掲げられている種の輸 附属書Ⅱ掲載種の国内での規制は現在の、 I~III
出入の規制を・・・行っています」と記述されている。しかし実際に ところ検討していません。
は、付属書 以下の動植物についてはほとんど規制がなく、輸出入のII
データさえもきちんと把握できていないのが現状である。付属書 のI
記述の後に 「付属書 に掲げられている種についても、輸出入の現、 II
状を把握し、適切な規制を実施します」と記述すべきである。

95 734 ４ ３ ４ 生物多様性に関する国民の理解を深めるために、生物多様性条約及 １（１）締約国会議等での取組の最後２
び同締約国会議に関する国民への情報共有について、上記の当該箇所 ４８ページ９行目において「締約国会議
に具体的な方策を盛り込んでいただきたい。 やＳＢＳＴＴＡ等における議論の状況や
ラムサール条約締約国会議の決議・勧告集と概要が、ＮＧＯ等の協 主な決議、勧告の内容をインターネット

力もあり日本語で公開されているのに比べ、生物多様性条約締約国会 等により広く公開します」と記していま
議に関して日本語で入手できる情報は少なく、政府のＨＰに掲載され す。なお、この公開とは日本語によるも
ている情報量はわずかである。国家戦略の樹立、あるいは推進の基本 のです。
となり参照されるべき締約国会議の議事録、決議集、あるいは科学技
術助言補助委員会（ ）の勧告等については、政府として積極SBSTTA
的に国民に共有化を図るため、ＨＰに和訳文を掲出するといった情報
提供の方策を具体的に記述してほしい。

＜地方公共団体について＞ ７件

部 章 節 意見要旨 回答（対応）案No

96 158 ３ １ ３ 流域を一体的に保全するためには、流域は複数県にまたがることが ご意見を踏まえ、次のとおり修文いた
多いことから、一つの県だけの取組には限界があります。流域や沿岸 します。
域などの広域的視点については、県域を超えた広域ブロック毎あるい 「…可能にしていくことが必要です。流
は流域毎に計画づくりをすることが不可欠であり、そのための仕組み 域は多くの場合、複数の地方公共団体に
づくりについても言及すべきであると思います。 またがり、行政界を超えた広域的な取組

が求められます。奥山、…」

97 162 ３ ２ ４ 里山等も含め、地域の健全な生態系を維持、再生するためには、継続 ご意見の趣旨については、６８ページ
した維持管理がどうしても必要ですが、自治体の財政や市民のボラン で様々な仕組みの必要性について記述し
ティア参加だけでは困難であると思います。地域における生物多様性 ているところであるが、ご意見等も踏ま
や健全な生態系の維持は、そのまま国全体の生物多様性保全に貢献し え、法制度の重要性についても追加記述
ていることにかんがみ、自治体への補助金や に対する補助金、 した（６８ページ２４行目 。NPO ）
税制措置等の財政的支援をお願いします。特に、地域ごとの自主的積
極的な取り組みを促進するためには、自治体と協力して活動を行う

に対する補助金は有効と思います。NPO
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＜国家戦略の点検について＞ ６件

部 章 節 意見要旨 回答（対応）案No

98 673 ５ ３ 戦略実施状況の点検については、 .248に「生物多様性国家戦略関 ご指摘の点は、今後、点検の具体的なp
係省庁連絡会議は、国家戦略に基づく施策の着実な推進を図るため、 進め方を検討する際に考慮いたします。
毎年、国家戦略の実施状況を点検し、中央環境審議会に報告するとと
もに、条約の規定に基づく締約国会議への報告に反映させます」と記
述されているが、これまでは関係ＮＧＯへのアンケート、環境省ホー
ムページにおけるパブリックコメントなどの方法で意見を求めたに過
ぎない。そのためＮＧＯの関心は国家戦略から遠ざかり、ついにはわ
ずか２～３の意見しか集まらない状況となってしまった。実施状況の
点検にあたっては、中央環境審議会においてＮＧＯから意見聴取を行
うなど積極的な取り組みが求められる。その点を記述すべきである。

99 735 ５ ３ 現在、生物多様性国家戦略は省庁間連絡会議により原案が作成され 中環審の場を活用して、施策の進捗状
た後、関係閣僚会議で決定されている。しかし、その推進において統 況について科学的な立場からフォローア
合的な事務局が欠けている。生物多様性保全は様々な省庁が協調的に ップがなされるよう工夫していきたいと
関わって初めて達成されるものであってみれば、省庁間の連携を促進 考えます。
し、あるいは進行を管理する、各省庁から独立した常設的な推進機関
が創設されるべき。
またこの推進機関には、関係分野の科学者から成る第三者機関とし

ての科学委員会を置き、施策の進捗と効果をチェックする働きを持た
せるべきである。

＜新国家戦略案についての全体評価＞ ２９件

部 章 節 意見要旨No

100 30 新戦略案は現行の戦略に比べると、具体的で実効性のあるものになった。

101 114 現行戦略は各省庁の施策の寄せ集めに過ぎなかったが、新戦略では「連携・共同 「多様な主体の参加」を重」
視し、統合的な施策を目指している点は評価できる。

102 130 非常にすばらしい内容になっているが、絵に描いた餅にならないか心配。実効性のあるものとするため、策定
後は、法整備、人的適正配置、予算確保、連絡調整を期待する。

103 135 国がこのような計画を策定していることに驚いた。これからの時代に取り組むべき最優先事項であり、この戦
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略を遂行する人材の育成と人材の就職の機会の拡大を図って欲しい

104 502 旧・戦略の策定では、官僚主導で民意の反映が乏しいという批判があったが、改定にあたっては、ほぼ１年を
かけて専門家や を交えた懇談会を開催し、また素案の策定まで審議会の小委員会を中心に行なった。しかNGO
も関係省庁や のヒアリングを含めて、議論を公開で行ったことは大いなる前進と評価できる。NGO

105 527 本戦略は、今後の我が国における生物多様性の確保の根幹をなすもの。委員各位に敬意を表する

106 760 全体として、多面的な視点から生物自然環境問題の現状と今後の取り組みの方向が包括的によくまとめられ、
国家戦略して今後施策のあらゆる面に自然環境の視点を貫くのだとという姿勢が見えて、大変すばらしいと思い
ました。また、関係するさまざまな法律や条約との絡みがわかり、大いに勉強になりました。

107 206 陸域の様々な自然環境に対して非常にきめ細かな対策が検討されているのに対して、海域についての記述が極
めて不十分である。海域に関する記述は、湿地の一部としての干潟・藻場・サンゴ礁に関する記述・対策が殆ど
だが、実際には、様々な海域の自然環境の荒廃は目を覆うものがあります。

108 139 生物への直接影響に対する対策はほぼ充分なほどに書き込まれているが、食糧や餌の大量輸入による非循環型
大量排出がもたらす水質への影響、木材輸入とそれにともなう国内林業の衰退に見られるような海外と国内の環
境スワップの影響、温暖化による生物種の北上といった間接的、長期的影響についての対策が少ない。

109 333 膨大な資料にもかかわらず、その要旨に相当するものがなく趣旨が理解しにくい。本案に全体要旨が必要。

110 504 もう少し関係分野の専門家を上手に使えなかったのかという点が残念である。公開された懇談会や審議会の議
論を聞く限りでは、これほど広範な問題で、なおかつ今後の国家経営に重大な影響を及ぼすと見られる戦略の策
定に、専門家の関与がいささか少ないのではないだろうか。

111 30 昨年３月から行われた「生物多様性国家戦略懇談会」や「中央環境審議会、生物多様性国家戦略小委員会」を
見ると、国家戦略を検討する為にバランスの取れた委員構成とは言い難い。特に沿岸・海洋については、専門家
が欠けていた。

112 528 生物多様性の保全とそれに関する提案の具体性に比べて、人間活動のあるべき姿に関しては具体性に欠け、行
動指針を示すにいたっていない

＜パブリックコメントの実施方法について＞ ６件

部 章 節 意見要旨 回答（対応）案No



- -36

113 258 パソコン（インターネット）を使用することが可能な一部の方々だ 今回のパブリックコメントでは、イン
けにパブリックコメントを求めていることは疑問。農業従事者の意見 ターネットを利用されない方向けに、各
が重要だと思うが、余りパソコンは普及していない。もっと幅広くパ 地の自然保護事務所に備え付けたり、ご
ブリックコメントを求めていく必要がある。 請求により資料を送付するようにしてい

たが、次回は、よりが場広いパブリック
コメントの実施について検討します。

114 331 今回の資料は極めて膨大な量であり、かつ、非常に重要な内容を含 パブリックコメント案は、１月下旬の
んでいるにもかかわらず、国民の意見を聞く期間が３週間しかないの 第５回小委員会での素案をベースにして
は短すぎるため、期間を延長すべき。 おり、実質的には１月半の期間を設けて

いたものと考えている。ただし、パブリ
ックコメントになって初めて知った方も
多く、次回は早めに幅広くＰＲするよう
にしたい。

115 350 このパブリックコメントがどのように利用され、どのように反映さ パブコメでいただいたご意見について
れたのかをきちんと情報公開してほしい。また、業界団体等からの不 は整理の上、結果を公表する予定。寄せ
当な圧力を防ぐため 寄せられた意見はすべて公表するよう求めます られた意見も個人に係る情報を除き、全、 。

て公開します。

＜戦略のＰＲについて＞ ７件

部 章 節 意見要旨 回答（対応）案案No

116 252 新国家戦略は より多くの国民に興味を持ってもらうために 写真 新生物多様性国家戦略の概要版、資料、 、 、
図表をふんだんに用い、少なくともわが国の自然に関心のある人、す 集などを作成し、市販する予定です。
べてが手に取るような冊子にしてほしい。

117 295 一大運動とし、この戦略を生かすため、コンパクトな要約報告書を 概要版リーフレットを作成し、各種イ
作成し、各地で啓発のイベントを開催されたい。 ベントや全国の自然保護事務所等で配布

する予定です。


